
●こどもが安全に通行できる

道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践

●歩行者優先意識の徹底と

「思いやり・ゆずり合い」運転の励行

●自転車・電動キックボード等利用時の

ヘルメット着用と交通ルールの遵守

笠松交番だより
令和６年 ４月号
笠松交番
０５８（３８８）１４３１

令和６年度 警察事務職員 警察行政 募集

〇 受付期間 令和６年４月１９日(金)～５月１３日(月)
〇 試験日程 第１次試験 令和６年６月１６日(日)

第２次試験 令和６年７月上旬～下旬
合格発表 令和６年８月上旬

〇 受験資格 平成７年４月２日～平成１５年４月１日生まれの人
※平成１５年４月２日以降に生まれた人で令和７年３月
３１日までに大学を卒業(見込みを含む)の人も受験可

岐阜県警察公式ホームページ

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/police/

警察安全相談ダイヤル：＃９１１０ 性犯罪被害者相談電話：＃８１３０

自転車安全利用五則

①車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者優先

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用


